
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 会 計 職 務 権 限 規 程 新 旧 対 照 表  

改    正    前 改    正    後 

（前 略） 
 
 
 
別表 （略） 

 
   附 則（令和７年６月総長裁定） 
 この規程は、令和７年６月３０日から施行する。 
 
別表 （別 添） 

  



別表　職務権限一覧表

【事務本部（会計管理部監理課）】

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

会計公印に関すること 会計公印の保管・押印
◎

関係機関への届出・報告・回答（重要なものを除く）
○ ● ◎

関係機関への定例的な報告・回答（他に定めのあるも
のを除く） ○ ◎

振替伝票の起案・決裁
○ ◎

決算仕訳伝票の決裁
● ◎

事務本部各課において起案・承認を要する。

計算証明に関すること 計算書の作成・提出
○ ● ● ◎

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

関係機関への届出・報告・回答（重要なものを除く）
○ ● ◎

関係機関への定例的な報告・回答（他に定めのあるも
のを除く） ○ ◎

予算の変更に関することで重要なこと
○ ● ●

◎　
（予）

予算の要求、配分及び通知
○ ● ●

◎　
（予）

予算の変更に関することで軽易なこと
○ ● ◎

決算に関すること 振替伝票の起案・決裁
○ ◎

決算仕訳伝票の起案・承認
○ ●

起案・承認の上、会計管理部監理課に回付する。

月次報告書の作成
○ ● ●

◎　
（経）

財務担当理事に提出（会計管理部監理課）。

資金管理に関すること 出納責任者の命免
○ ● ● ◎

各経理単位からの申請に基づく。

金融機関との取引の開始
○ ● ● ● ◎

各経理単位からの申請に基づく。

銀行口座の開設・廃止
○ ● ● ◎

口座の名義は学長とする。
各経理単位からの申請に基づく。

小口現金の設定・変更・廃止の承認
○ ● ● ◎

各経理単位からの申請に基づく。

小口現金の精算・補充の承認
○ ●

◎　
（出）

各経理単位からの申請に基づく。

釣銭準備金の設定・変更・廃止の承認
○ ● ● ◎

各経理単位からの申請に基づく。

預り金としての取扱承認
○ ● ● ◎

各経理単位からの申請に基づく。

振替伝票の起案・決裁
○ ● ◎

入金伝票の起案・決裁
○ ● ◎

支出伝票の起案・決裁
○ ● ◎

滞留債権の回収計画の策定及び状況の報告
○ ● ● ◎ △

債権保全手続の承認・報告
○ ● ● ◎ △

債権放棄の申請・承認（授業料債権に係るものを除
く） ○ ● ● ● ◎

債権放棄の申請・承認（授業料債権に係るもの）
○ ● ● ◎

未収金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

出納担当者の委任・解任
○ ● ●

◎　
（経）

事務本部出納責任者へ報告する。

出納責任者の命免の申請
○ ● ●

◎　
（経）

小口現金の設定・変更・廃止の申請
○ ● ●

◎　
（経）

小口現金の精算・補充申請
○ ● ◎

事務本部出納責任者へ申請する。

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限

届出・報告・回答に関すること

決算に関すること

【事務本部（会計管理部経理課）】

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限

届出・報告・回答に関すること

予算に関すること

債権管理に関すること

出納に関すること



仮払金の申請・承認 ○　
（出）

◎　
（経）

経理単位「事務本部」に係る分

預り金としての取扱申請
○ ● ●

◎
（経）

預り金月次収支報告書の作成・承認 ○
(出)

● ◎
事務本部出納責任者へ報告する。

釣銭準備金の設定・変更・廃止の申請
○ ● ●

◎　
（経）

収納額報告書の作成・報告

◎　
（出）

事務本部出納責任者へ報告する。
経理単位「事務本部」（学務部（小口現金）を除
く。）に係る分

収納額報告書の作成・報告

◎　
（出）

事務本部出納責任者へ報告する。
経理単位「事務本部」（学務部（小口現金）に限
る。）に係る分

現金残高報告書の作成・報告
◎　
（出）

事務本部出納責任者へ報告する。
経理単位「事務本部」（学務部（小口現金）を除
く。）に係る分

現金残高報告書の作成・報告
◎　
（出）

事務本部出納責任者へ報告する。
経理単位「事務本部」（学務部（小口現金）に限
る。）に係る分

現金過不足報告書の作成・報告

○ ● ●
◎　
（経）

△

金融機関との取引の開始の申請
○ ● ●

◎　
（経）

銀行口座の開始・廃止の申請
○ ● ●

◎　
（経）

契約に関すること 契約依頼 予算配分を受けた者

契約伺い（80万SDR以上、又は1000万円以上かつ随意
契約に係るもの） ○ ● ●

◎　
（経）

契約伺い（500万円以上）
○ ● ◎

契約伺い（500万円未満）
○ ◎

予定価格調書の作成（80万SDR以上、又は1000万円以
上かつ随意契約に係るもの） ○ ● ●

◎　
（経）

予定価格調書の作成（500万円以上）
○ ● ◎

予定価格調書の作成（500万円未満）
○ ◎

技術審査の結果報告（80万SDR以上）
○ ● ●

◎　
（経）

技術審査の結果報告（500万円以上）
○ ● ◎

技術審査の結果報告（500万円未満）
○ ◎

技術審査の不合格通知（80万SDR以上）
○ ● ●

◎　
（経）

技術審査の不合格通知（500万円以上）
○ ● ◎

技術審査の不合格通知（500万円未満）
○ ◎

入札等の結果報告（80万SDR以上）
○ ● ●

◎　
（経）

入札等の結果報告（500万円以上）
○ ● ◎

入札等の結果報告（500万円未満）
○ ◎

入札の執行
◎

落札者の決定通知を含む。

見積書の徴取
◎

契約決議書の決裁（50万円以上）
◎

予算責任者等が契約を行った場合は、決裁を省略
する。

契約決議書の決裁（50万円未満）
◎

予算責任者等が契約を行った場合は、決裁を省略
する。

発注書の作成・押印
◎

物品役務の検査（500万円以上）
◎

別に定めるものを除く。

物品役務の検査（500万円未満）
◎

別に定めるものを除く。

未払金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

他の公共機関等から取引停止等の措置を受けた取引業
者に対する取引停止の措置 ○ ● ● ◎

共通経費の予算決算に関することで重要なこと
○ ● ● ● ◎

共通経費に関すること



共通経費の予算決算に関することで軽易なこと
○ ● ● ◎

土地・建物の借入（長期）
● ● ●

●
（予）

施設部プロパティ運用課において起案、承認を要
する。

土地・建物の借入（短期）及び土地・建物を除く固定
資産の借入 ● ● ●

◎　
（予）

施設部プロパティ運用課において起案、承認を要
する。

部局間の所属換（移動先）（固定資産）
● ● ●

●　
（予）

施設部プロパティ運用課において起案、承認を要
する。

部局間の所属換（移動先）（少額資産）
● ● ●

施設部プロパティ運用課において起案、承認を要
する。

寄附資産の受入（重要財産を除く固定資産及び少額資
産） ● ● ●

◎　
（予）

　
施設部プロパティ運用課において起案、承認を要
する。

　　　約束における特別引出権の単位をいい、邦貨換算額は、国の物品等又は特定役務の調達手続きの特例を定める。

　　　（政令第300号昭和55年11月18日）第3条第１項の定めにより財務省告示される財務大臣の定める額を基礎として算出する。

【事務本部（人事部人事企画課）】

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

振替伝票の起案・決裁
○ ◎

未収金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

未払金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

関係機関への申請・報告等（他に定めのあるものを除
く） ○ ● ◎

関係機関への定例的な申請
○ ◎

（注）共済に関するものは別途定める。

【事務本部（施設部施設企画課）】

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

決算に関すること 月次報告書の作成
○ ● ●

◎　
（経）

財務担当理事に提出（会計管理部監理課）。

契約（工事等）に関すること 契約伺い（1000万円以上かつ随意契約に係るもの）
○ ● ●

◎　
（経）

契約伺い（500万円以上）
○ ● ◎

契約伺い（500万円未満）
○ ◎

予定価格調書の作成（1000万円以上かつ随意契約に係
るもの） ○ ● ●

◎　
（経）

予定価格調書の作成（500万円以上）
○ ● ◎

予定価格調書の作成（500万円未満）
○ ◎

入札等の結果報告（500万円以上）
○ ● ◎

入札等の結果報告（500万円未満）
○ ◎

入札の執行
◎

落札者の決定通知を含む。

見積書の徴取
◎

契約決議書の決裁（50万円以上）
◎

契約決議書の決裁（50万円未満）
◎

発注書の作成・押印
◎

物品役務の検査（500万円以上）
◎

別に定めるものを除く。

物品役務の検査（500万円未満）
◎

別に定めるものを除く。

未払金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

振替伝票の起案・決裁
○ ◎

外部資金に関すること 振替伝票の起案・決裁
○ ◎

所掌する補助金等（機関補助）にかかる振替に限
る。

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限

執行に関すること

申請・報告に関すること
（社会保険、所得税等）

資産管理に関すること

（注）SDRとは、政府調達に関する協定を改正する議定書（平成２６年条約第４号）によって改正された政府調達に関する協定（平成７年条約第２３号）その他の国際

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限



【事務本部（施設部プロパティ運用課）】

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

関係機関への届出・報告・回答（重要なものを除く）
○ ● ◎

関係機関への定例的な報告・回答（他に定めのあるも
のを除く） ○ ◎

決算に関すること 振替伝票の起案・決裁
○ ◎

決算仕訳伝票の起案・承認
○ ●

起案・承認の上、会計管理部監理課に回付する。

契約に関すること 契約伺い（1000万円以上かつ随意契約に係るもの）
○ ● ●

◎　
（経）

契約伺い（500万円以上）
○ ● ◎

契約伺い（500万円未満）
○ ◎

予定価格調書の作成（1000万円以上かつ随意契約に係
るもの） ○ ● ●

◎　
（経）

予定価格調書の作成（500万円以上）
○ ● ◎

予定価格調書の作成（500万円未満）
○ ◎

技術審査の結果報告（500万円以上）
○ ● ◎

技術審査の結果報告（500万円未満）
○ ◎

技術審査の不合格通知（500万円以上）
○ ● ◎

技術審査の不合格通知（500万円未満）
○ ◎

入札等の結果報告（500万円以上）
○ ● ◎

入札等の結果報告（500万円未満）
○ ◎

入札の執行
◎

落札者の決定通知を含む。

見積書の徴取
◎

契約決議書の決裁（50万円以上）
◎

契約決議書の決裁（50万円未満）
◎

発注書の作成・押印
◎

物品役務の検査（500万円以上）
◎

別に定めるものを除く。

物品役務の検査（500万円未満）
◎

別に定めるものを除く。

未払金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

出納に関すること 出納担当者の委任・解任
○ ● ●

◎　
（経）

出納責任者の命免の申請
○ ● ●

◎　
（経）

預り金としての取扱申請
○ ● ●

◎
（経）

預り金月次収支報告書の作成・承認 ○　
（出）

● ◎

釣銭準備金の設定・変更・廃止の申請
○ ● ●

◎　
（経）

現金過不足報告書の作成・報告 ○　
（出）

● ●
◎　
（経）

△

収納済額報告書の作成・報告
◎

（出）

事務本部出納責任者へ報告する。
経理単位「施設部」（清風会館収納金及び本部構
内入構整理料に限る。）に係る分

現金残高報告書の作成・報告
◎

（出）

事務本部出納責任者へ報告する。
経理単位「施設部」（清風会館収納金及び本部構
内入構整理料に限る。）に係る分

債権管理に関すること 未収金計上伝票の起案・決裁
○ ◎

資産管理に関すること 資産の有効活用方策
○ ● ● ● ● ◎

経営協議会、役員会への報告を要する。

届出・報告・回答に関すること

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限



土地に関する購入の判断及び方針の決定

○ ● ● ● ● ◎

役員会の審議、経営協議会への報告を要する。た
だし、当該土地の取得について、概算要求等に係
る施設整備事項を役員会及び経営協議会で審議す
る場合には、その審議をもってこれに代えるもの
とする。
なお、取得後、経営協議会への報告を要する。

土地を除く重要財産に関する購入・製作の判断及び方
針の決定（取得価格5,000万円以上のもの）

○ ● ● ● ● ◎

役員会の審議、経営協議会への報告を要する。た
だし、当該重要財産の取得について、概算要求等
に係る施設整備事項を役員会及び経営協議会で審
議する場合には、その審議をもってこれに代える
ものとする。

土地を除く重要財産に関する購入・製作の判断及び方
針の決定（取得価格5,000万円未満のもの） ○ ● ● ● ● ◎

寄附資産（土地）の受入
○ ● ● ● ● ◎

役員会の審議、経営協議会への報告を要する。
なお、取得後、経営協議会への報告を要する。

寄附資産の受入（土地を除く重要財産のうち取得価格
5,000万円以上のもの） ○ ● ● ● ● ◎

役員会の審議、経営協議会への報告を要する。

寄附資産の受入（土地を除く重要財産のうち取得価格
5,000万円未満のもの） ○ ● ● ● ● ◎

寄附資産の受入（重要財産を除く固定資産及び少額資
産） ○ ● ● ●

起案、承認の上、会計管理部経理課に回付する。

損害保険の付保の決定
○ ● ●

◎
（資）

損害保険の請求等に関すること
○ ● ◎ △

個別保険の変更等に関すること
○ ● ◎

不動産の登記等に関すること
○ ● ◎

土地・建物の貸付（長期）に関すること（自動販売
機、電柱、携帯電話基地局等の小規模な施設の用途と
して使用させる場合を除く）

○ ● ● ● ◎

固定資産管理責任者からの回付による。

土地・建物の貸付（長期）に関すること（自動販売
機、電柱、携帯電話基地局等の小規模な施設の用途と
して使用させる場合）

○ ● ● ◎

固定資産管理責任者からの回付による。

宿舎の維持、運営に関することで重要なこと
○ ● ● ◎

敷地境界確定に関することで重要なこと
○ ● ● ◎

敷地境界確定に関することで軽易なこと
○ ● ◎

拾得物に関すること
○ ● ◎

工事等に伴う固定資産の増減に関すること
○ ● ◎

使用責任者の任命 ◎　
（資）

亡失等の報告
○ ● ●

●　
（資）

◎ △
部局固定資産管理責任者又は本部使用責任者の報
告による。

不用決定（重要財産）
○ ● ●

◎　
（資）

部局固定資産管理責任者又は本部使用責任者の報
告による。決裁後、会計管理部監理課へ報告。

不用決定（重要財産を除く固定資産）
○ ● ●

◎　
（資）

使用責任者の申請による。

不用決定（少額資産）
○ ● ◎

使用責任者の申請による。

処分（交換を含む）方法の決定（重要財産のうち取得
価格5,000万円以上または残存価額50万円以上のも
の）

○ ● ● ● ● ◎

経営協議会、役員会の審議を要する。ただし、当
該重要財産の処分について記載した中期計画また
は概算要求等に係る施設整備事項を経営協議会及
び役員会で審議する場合には、その審議をもって
これに代えるものとする。
なお、土地の処分については、処分後、経営協議
会への報告を要する。

処分（交換を含む）方法の決定（重要財産のうち取得
価格5,000万円未満かつ残存価額50万円未満のもの） ○ ● ● ● ● ◎

処分（交換を含む）方法の決定（重要財産を除く固定
資産） ○ ● ●

◎　
（経）

処分（交換を含む）方法の決定（少額資産）
○ ● ◎

土地・建物の貸付（一時）
○ ● ●

◎　
（資）

使用責任者の承認を得る。
別に定めるものを除く。

物品の貸付・贈与
○ ● ●

◎　
（資）

使用責任者の承認を得る。

部局間の所属換（移動先）（固定資産）
○ ● ● ●

部局間の所属換（移動先）（少額資産）
○ ● ●

部局間の所属換（移動元）（固定資産）
○ ● ●

◎　
（資）

部局間の所属換（移動元）（少額資産）
○ ● ◎

移動先部局使用責任者の申請による。
起案、承認の上、会計管理部経理課に回付する。

移動先部局使用責任者の申請による。移動先部局
の承認後、移動元部局使用責任者の承認を得、移
動元部局で決裁を行う。



部局内での所属換
○ ◎

移動先使用責任者は移動元使用責任者の承認を得
た上で、申請を行う。

土地・建物の借入（長期）（新たに借入を行うものの
うち1,000万円以上のもの） ○ ● ● ● ● ◎

使用責任者の申請による。
予算責任者の承認を得る。

土地・建物の借入（長期）（新たに借入を行うものの
うち1,000万円未満のもの及び借入の更新を行うも
の）

○ ● ● ◎

使用責任者の申請による。
予算責任者の承認を得る。

土地・建物の借入（短期）及び土地・建物を除く固定
資産の借入 ○ ● ● ●

使用責任者の申請による。
起案、承認の上、会計管理部経理課に回付する。

固定資産の借入の解約
○ ● ●

◎　
（資）

使用責任者の報告による。

施設部プロパティ運用課が所掌する全学共用スペー
ス、全学施設及び本部構内入構整理の維持、管理に関
すること

○ ● ◎

資産の維持・管理に関する経常的なもの（上記に掲げ
るものを除く） ○ ● ◎

【事務本部（学務部学生課）】

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

外部資金に関すること 振替伝票の起案・決裁
○ ◎

所掌する補助金等（機関補助）にかかる振替に限
る。

【事務本部（国際交流室）】

職務権限及び責任 権　限　事　項 掛長
課長
補佐

課長 部長
財務担
当理事

総長 備　　　　　　　　考

外部資金に関すること 振替伝票の起案・決裁
○ ◎

所掌する補助金等（機関補助）にかかる振替に限
る。

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限

　備考 ： 別表において　◎　決裁者　●　承認者　○　起案者　△　報告先　を表し、(予)　予算責任者　(経)　経理責任者　(出)　出納責任者
　　　　　(資)　固定資産管理責任者は承認・決裁を表す。

　　　　本表に記載された職位者以外の者へ職務権限及び責任を委譲する必要がある場合、経理責任者はその職務権限及び責任の範囲を明確にしたうえで、

　　　　財務担当理事へ申請し、承認を得なければならない。

職　　　　　　　　　　務 権　　　　　　　　　　限

（注）　該当する職位者が不在の場合は、上位職位者が権限を行使する。

　　　　課長補佐が掛長を兼ねる場合において、同一の権限事項に係る課長補佐の職務については、上位職位者が権限を行使する。

　　　　専門員が京都大学事務組織規程（平成１６年達示第６０号）第１０条第７項により事務を分掌する場合は、課長補佐を専門員と読み替える。

　　　　専門職員が京都大学事務組織規程（平成１６年達示第６０号）第１０条第９項により事務を分掌する場合は、掛長を専門職員と読み替える。
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